
国民保護に関する主な取組み等

平成２６年６月３０日

徳島県危機管理部 危機管理政策課

資料 ２

万一、武力攻撃や大規模テロがあった際に、

国、地方公共団体、関係機関などが協力して
住民を守るための仕組み

○ 迅速な避難

○ 被災住民への救援

○ 被害最小化のための取組み
（警察、消防、自衛隊等）

国民保護とは
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着上陸侵攻
弾道ミサイル攻撃

航空攻撃
ゲリラ・特殊部隊による攻撃

危険物を内在する物質を有する施設
等に対する攻撃が行われる事態

（原子力事業所の破壊、

石油コンビナートの爆破等）

多数の人が集合する施設及び大量輸送
機関等に対する攻撃が行われる事態
（ターミナル駅や列車の爆破等）

多数の人を殺傷する特性を有する
物質等による攻撃が行われる事態
（炭疽菌やサリンの大量散布、
ダーティボム等）

破壊の手段として交通機関を
用いた攻撃が行われる事態
（航空機による自爆テロ等）

武力攻撃事態

緊急対処事態

※ 緊急対処事態においては、ゲリラや特殊部隊による攻撃と類似の攻撃や弾道ミサイル攻撃も想定される

事態対処関連法制で対象とする事態
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武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると

認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいい、後日、武力攻撃事態に認定されることになる事態も含む。

国 （対策本部）

・警報の発令

都道府県 （対策本部） 市町村 （対策本部）

・警報の市町村への通知

・避難住民の誘導
消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

・避難の指示

（避難経路、交通手段等）

指示
・必要に応じ、武力攻撃災害の
防御の指示

・救援の補助

総合調整の要請

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・必要に応じ、武力攻撃災害への
対処の指示

・救援の指示

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

・警報の伝達

・避難の指示の伝達

総合調整総合調整・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

避

難

救

援

被
害
の
最
少
化

・国 民 生 活 の 安 定 ・ 応 急 復 旧

・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給

・警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

・ 収容施設の供与

・ 食品、生活必需品等
の給与

・ 医療の提供

住

民

（協

力
）・消防、救助・救出・搬送

・緊急通報の伝達

指示

指示

・自衛隊、海保による措置 ・警察による措置

指示

・大規模又は特殊な武力攻撃災害（ＮＢＣ攻撃等）への対処

・生活関連等施設の安全確保、危険物質等に係る災害の発生の防止等

国民の保護に関する措置の仕組み

指 定 公 共 機 関
指定地方公共機関 4



国民保護計画

・内閣総理大臣に協議
・都道府県国民保護協議会に諮問

国民保護計画

・内閣総理大臣に協議
・都道府県国民保護協議会に諮問

国民保護計画

・内閣総理大臣に協議

国民保護計画

・内閣総理大臣に協議

国民保護業務計画

・都道府県知事に報告
（都道府県知事は必要な助言）

国民保護業務計画

・都道府県知事に報告
（都道府県知事は必要な助言）

国民保護計画

・都道府県知事に協議
・市町村国民保護協議会に諮問

国民保護計画

・都道府県知事に協議
・市町村国民保護協議会に諮問

国民の保護に関する基本指針（閣議決定・国会報告）
・国民保護の実施に関する基本的な方針 ・国民保護計画及び業務計画の作成の基準
・想定される武力攻撃事態の類型 （着上陸攻撃、ゲリラ攻撃、ミサイル攻撃、航空機攻撃）
・類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

国民の保護に関する基本指針（閣議決定・国会報告）
・国民保護の実施に関する基本的な方針 ・国民保護計画及び業務計画の作成の基準
・想定される武力攻撃事態の類型 （着上陸攻撃、ゲリラ攻撃、ミサイル攻撃、航空機攻撃）
・類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

【国】

【指定行政機関（各省庁）】 【都道府県】

【指定公共機関】

【市町村】 【指定地方公共機関】

「国民保護計画」の位置づけ
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国民保護業務計画

・内閣総理大臣に報告

訓練実施回数

国民保護法に基づき、関係機関相互の連携強化・機能確認を行うとともに、国民の保護のための措置に対する国民の理解の促進を

目的として、国、地方公共団体、その他関係機関及び地域住民が一体となった共同の実動訓練及び図上訓練を実施。

年度ごとの訓練実施状況

★：実動訓練実施

２８道府県
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、富山県
石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県
京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県
愛媛県、佐賀県、長崎県､熊本県､宮崎県､鹿児島県､沖縄県

（延べ１０８都道府県）

★

★

★

★

★

★
★

★
★★

★★
★

★

★★
★

★
★

団体数 都道府県

８回 １県 福井県

６回 ２県 徳島県、愛媛県

４回 ２県 富山県、鳥取県

青森県、山形県、茨城県、埼玉県、東京都、新潟県、

佐賀県、熊本県、宮崎県、沖縄県

北海道、岩手県、秋田県、千葉県、神奈川県、長野県、

岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、

岡山県、山口県、香川県、福岡県、長崎県、鹿児島県

１回 １４府県
宮城県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、山梨県、
静岡県、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、
高知県、大分県

３回 １０都県

２回 １８
道府県

年度 区分 都道府県 計

実動 　 １県

図上 　 ４県

実動  　３道県

図上 　 ８都府県

実動  　５県

図上 　 １０府県

実動  　４県

図上 　 １４県

実動 　 ４県

図上 　 １０都県

実動 　 ３府県

図上  　７県

実動  　３道県

図上 　 ９県

実動  　６県

図上 　 ５県

実動  　３県

図上 　 ９都県

H17 ５県

H18 １１都道府県

H19 １５府県

H20 １８県

H21 １４都県

H22 １０府県

H23 １２道県

H24 １１県

H25 １２都県

★

★

★
★

★

★

★
★

★
（平成２６年度 訓練実施予定団体）
山形県、茨城県、栃木県、富山県、福井県、岐阜県、滋賀県、
徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県

国民保護共同訓練の実施状況

6



徳島県国民保護共同訓練の概要

45機関

160人

松茂町内の空港施設においてテロ集団による爆破事案が
起こり、多数の死傷者が発生。その後、高速ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙにお
いて不審物が発見される。

松茂町H21.2.4
13:00～16:00

H20
図上

85機関

1,300人

鳴門・大塚スポーツパーク（徳島県鳴門総合運動公園）内
において、国籍不明のテログループによる化学剤（サリン）の
爆発散布事案が発生し、多数の死傷者が発生する。

鳴門市H22.2.6
9:00～12:00
14:00～17:00

H21
実動

図上

61機関

250人

国際的テロ組織による生物テロ（天然痘散布）が密かに遂
行され、その１２日後に天然痘疑似症患者が三好市に発生
する。その後、２人目、３人目の天然痘疑似症患者が三好市
に発生する。

三好市H23.2.3
13:00～16:30

H22
図上

50機関

200人

あすたむらんど徳島において、テログループにより化学剤
が散布され、多数の負傷者が発生。その後、逃走していた同
一テログループが化学剤等を所持し、人質をとり、板野町田
園パークに立てこもる。

板野町H26.2.6
13:00～16:00

H25
図上

48機関

150人

徳島阿波おどり空港ターミナルにおいて、テログループに
より仕掛けられたＴＮＴ火薬が爆発し約１７０名が死傷。逃走
していたテログループが徳島とくとくターミナルに人質をとっ
て立てこもる。大量のＴＮＴ火薬と武器を所持している模様。

松茂町H25.2.8
13:00～16:00

H24
図上

66機関

215人

先進各国首脳による国際会議が開催されている、淡路夢
舞台（淡路市）付近において、武装工作員による攻撃が発生、
その後工作員は山中に潜伏した。徳島県は、兵庫県淡路市
からの避難住民を県内避難施設で受け入れる。

兵庫県H24.2.9
13:00～16:30

H23
図上

参加者訓練想定場所日時年度

7

（終）


